
事  務  連  絡  

令和５年４月７日  

 

 各地区剣道連盟会長 様 

 

（一財）山口県剣道連盟 

事務局長 小 野 勝 則 

 

 

新型コロナウイルス感染症が収束するまでの暫定的な 

試合・審判法運用の質問事項及び解説について(R5.4.1付) 

 

標記の件について、全日本剣道連盟試合・審判委員会から送付がありましたので

地区会員に周知をお願いいたします。 


